
法人税申告と会計監査における留意点

インドネシアの日系企業では12月末決算あるいは3月末決算を採用するケースが多く見られ、そろそろ決算期に向け
て準備を始める企業も多いかと思います。今回は2021年12月期若しくは2022年3月期（以下、「当期」）において、
12月９日時点で一般的に想定される法人税申告における留意点及び会計監査における留意点について説明します。

法人税申告における留意点

1. 損金算入
① 交際費

• 交際費を損金算入として処理する場合、その日付、場所と、接待相手の氏名・役職・会社名、金額、
接待目的といった情報を正確に記載したリストを法人税申告書に添付する必要があります。

• リストに記載すべき情報に誤りや不備がある場合は、損金算入を否認される可能性があります。
② 過少資本税制

• 会社の資本に対して一定以上の財務費用について損金を認めないという「過少資本税制」がありま
す。規定上、負債資本比率の上限を4:1と定めており、その比率を超える負債に対する財務費用は
損金として認めらません。

• ここでの財務費用とは、支払利息、借入の割引やプレミアム、ファイナンスリースに係る費用、外
貨建て借入金やその費用から生じる為替換算差額を含みます。ここでの資本とは課税年度の各月末
資本残高の平均値に加え、無利息の関係会社借入金の各月末残高の平均値を意味します。

• この制度は純資産がプラスであることを前提としており、純資産がマイナスである場合の借入費用
は全額損金算入が認められません。

• 2021年10月29日に施行された「税務規定調和法」では、上記の負債資本比率に加えて新たに損金
否認の要件が追加されることが規定されました。今後公布される関連細則で詳細が規定されます。

③ 従業員への現物支給
「税務規定調和法」により、従来より法人税上では損金算入として取扱っていた従業員への一部現物

支給について2022年から損金不算入として取扱うことになりました。2022年3月期決算の企業はどの様
に対応すべきか今後施行される関連細則の情報にご留意の上方針を決定ください。

2. 関連書類や実態との整合性
法人税の税務調査で調査官は通常、税務申告書だけでなく関連する資料の提出も求め、申告書と関連資料の整

合性をチェックします。法人税申告書を作成する際は、記載する情報と関連するデータや書類に差異がない事を十
分に確認する必要があります。よく見られる差異の例は下記のとおりです。

• 法人税申告書上の売上額とVAT申告書における売上額の差異であり、もし両者の売上額に差異が生じてい
る場合は、原因を精査した上で「差異調整表」の作成が必要です。

• 会計帳簿上の数字と税務申告書上の数字の差異であり、もし差異が生じている場合は原因を事前に確認す
るようにしてください。

• 法人税申告書の附録である移転価格文書の要約と実態の差異であり、法人税申告書を提出した時点では移
転価格文書の作成要件を満たしていないと判断したものの、後になって要件を満たしていることが判明し、
申告書の内容と実態が合わなくなるケースです。法人税申告書を作成する時には移転価格文書の作成要件
を満たしているかどうか再度確認するようにしてください。
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3.   その他留意点
関連者間取引がある全ての法人は期末から12ヶ月以内に「CbCR通知書」（注1）を提出する義務があり、CbCR

通知書の提出後に交付される受領書を翌年の法人税申告書に添付しなければなりません。添付を忘れて申告書を提出
する例がよく見られますので、再度ご確認ください。

（注1）「CbCR通知書」とは移転価格文書の一つである「Country-by-Country Reporting(CbCR、国別報告書
)」の提出義務の有無を表明する書類です。一定の条件を満たすグループ企業の親会社やインドネシア子会社は
CbCRをインドネシア税務局に対して提出する義務があります。

会計監査における留意点

1. 税制改正
「税務規定調和法」による法人税率の引き下げの中止に伴い、2022年度以降も法人税率は22％のまま据え置き

となります。そのため、会計上は繰延税金資産・負債の計上額に影響を与えます。併せて、社内の将来予算等に関し
て2022年以降の法人税率を20％で計算している場合は、これを22％に修正することが必要ですのでご留意ください。

2.    リース
PSAK 73の適用2年目となる当期の主な論点として想定される事項は、新規リース契約の他、過年度の契約内容

の事後的な変更に関する会計への反映となります。例えばリース契約条件の変更やリース期間の見直しが生じている
場合、リース料総額及び割引率を見直す必要が生じます。ポイントとなると想定される事項として、リース会計の対
象となる資産の網羅的なリストを作成し、計上すべき資産及びその内容に漏れがないかの確認をすることが考えられ
ます。

3.    売掛金の評価
PSAK 71の適用も2年目となる中、予想信用損失の見積りは引き続き過年度と同様の取り扱いが求められますが、

取引先の信用リスクが著しく増加した場合は、追加的な損失計上の必要性が想定されます。特に売掛金の回収状況が
芳しくない状況等が顧客に対して見られる場合には、追加的な損失計上が必要か早期にご確認いただくことが望まし
いと想定されます。

4.    固定資産の減損の兆候の評価
固定資産の減損の兆候について、例えば以下の状況が確認されると、基本的に減損の兆候があると考えられます。

 外部の情報源
市場価値の著しい下落、経営環境の著しい悪化、市場金利の上昇、純資産倍率が1倍割れ等の状況

 内部の情報源
資産の陳腐化、物的損害、遊休化、事業の廃止計画、営業損益の著しい悪化等の状況
特に当期において業績が著しく落ち込むこと、若しくは継続して損失を計上することが想定される場合、減損の

兆候に対する経営者の評価が監査の中で重要となることが想定されます。

5.    退職給付債務
退職給付債務の計算は、原則として決算日時点の最新の就業規則・労働協約に基づき計算することが求められる

ため、年金数理人に退職給付債務の計算を依頼する際は、その点ご留意ください。

本Newsletterに関するご質問や取り上げてほしいテーマのご要望は、KPMGインドネシアJapan Deskの永田
（Japan.Desk@kpmg.co.id）までお寄せください。
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